
●
源
泉
徴
収
票
に
か
か
る
お
問
合
せ
先
 

　
ね
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ん
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ヤ
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福
井
社
会
保
険
事
務
所
 

　
　
国
民
年
金
第
一
課
 

　
　
　
　
（
1
0
7
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6
‐
２３
‐
4
5
1
6
）
 

　
　
年
金
給
付
課
 

　
　
　
　
（
1
0
7
7
6
‐
２３
‐
4
5
1
8
）
 

　
市
民
課
（
1
８８
‐
8
1
0
2
）
 

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
 

　
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
相
談
所
」
 

と
　
き
　
1
月
２１
日（
水
）
 

　
　
　
　
2
月
１８
日（
水
）
 

　
　
　
　
午
前
１０
時
〜
午
後
4
時
 

と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
　
相
談
室
 

出
産
育
児
一
時
金
 

　
3
万
円
が
加
算
さ
れ
３８
万
円
に
 

　保険税を年金天引きにより支払われてい

るかたは、口座振替によるお支払いを選択

できます。口座振替を希望されるかたは、

税務課窓口で手続きをしてください。 

申込期日　１月30日（金）までにお手続

きいただくと、平成21年4月分の年金

からの天引きが中止され、7月から口座

振替でお支払いいただくことになります。

なお、1月30日を過ぎた場合は、6月

分以降の年金から天引きを中止すること

になります。 

必要なもの　振替口座の預金通帳、通帳の

お届け印 

※年金天引きを「現金によるお支払い」に

は変更できません 

※これまでの納付状況などから、口座振替

への変更が認められない場合もあります 

※口座振替に変更した場合、その社会保険

料控除は、口座振替により支払ったかた

に適用されます 

国民健康保険税を 
　口座振替でお支払いできます 

税務課（188‐8101） 

付
加
保
険
料
を
 

　
　
　
納
付
し
ま
せ
ん
か
 

公
的
年
金
等
の
 

　
源
泉
徴
収
票
が
交
付
さ
れ
ま
す
 

　
長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
の
お
支
払
い
方

法
に
つ
い
て
、
平
成
２１
年
4
月
か
ら
「
年
金

か
ら
の
お
支
払
い
」
に
な
っ
て
い
る
か
た
の

「
口
座
振
替
」
へ
の
変
更
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

　
現
在
、
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
に
な

っ
て
い
る
か
た
が
希
望
さ
れ
る
場
合
、
年
金

天
引
き
を
中
止
し
て
、
口
座
振
替
で
の
お
支

払
い
に
変
更
す
る
の
に
、 

　
こ
れ
ま
で
は
、 

①
2
年
間
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
納

め
忘
れ
が
な
か
っ
た
か
た
ご
本
人
が
、
口

座
振
替
で
支
払
う
場
合
 

②
世
帯
主
・
配
偶
者
が
、
ご
本
人
（
年
金
収

入
が
1
8
0
万
円
未
満
の
か
た
）
に
代
わ

っ
て
口
座
振
替
で
支
払
う
場
合
 

　
こ
の
2
つ
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

う
し
た
制
限
が
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
、
年
金
か
ら
保
険

料
が
天
引
き
に
な
っ
て
い
る
か
た
が
、
年
金

天
引
き
を
中
止
し
て
口
座
振
替
を
選
ば
れ
た

場
合
、
こ
れ
ま
で
は
、
世
帯
主
か
、
も
し
く

は
配
偶
者
の
口
座
か
ら
し
か
振
替
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
来
年
度
か
ら
は
ご
本
人
を
含

め
た
、
ど
な
た
の
口
座
か
ら
で
も
振
替
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
ご
本
人
の
年
金
収
入
に
関
わ
ら
ず
、

口
座
振
替
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。 

申
込
み
方
法 

申
込
期
日
▼
１
月
３０
日（
金
）
ま
で
に
お
手

続
き
し
て
い
た
だ
く
と
、
平
成
２１
年
4
月

分
か
ら
の
年
金
天
引
き
が
中
止
さ
れ
、
7

月
か
ら
口
座
振
替
で
お
支
払
い
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
　
な
お
、
１
月
３０
日
を
過
ぎ
て
お
申
込
み

い
た
だ
い
た
場
合
は
、
6
月
分
以
降
の
年

金
か
ら
天
引
き
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

申
込
場
所
▼
市
民
課
　
高
齢
者
医
療
グ
ル
ー

プ 

必
要
な
も
の
▼
振
替
口
座
の
預
金
通
帳
、
通

帳
の
お
届
け
印
、
長
寿
医
療
制
度
の
保
険

証 

 

※
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
な
ど
か
ら
、
口
座

振
替
へ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す 

※
口
座
振
替
に
変
更
し
た
場
合
、
そ
の
社
会

保
険
料
控
除
は
、
口
座
振
替
に
よ
り
支
払

っ
た
か
た
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
世
帯
全
体
の
所
得
税
や
住
民
税
が
減

額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す 

※
こ
れ
ま
で
に
、
年
金
天
引
き
を
中
止
し
て

口
座
振
替
を
選
択
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、

再
度
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん 

市
民
課（
1

８８
‐
8
1
0
2
）
 

長
寿
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

長
寿
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ
 

長
寿
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

長
寿
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ
 

長
寿
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ
 

長
寿
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ
 

保
険
料
支
払
い
を
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す
 

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~

~
~

          

　
と
　
き
　
2
月
１２
日（
木
）、
１３
日（
金
）
 

　
　
　
　
　
午
前
9
時
〜
午
後
4
時
 

　
と
こ
ろ
　
教
育
会
館
3
階
第
１
研
修
室
 

　
　
　
　（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
り
ま
す
） 

 

両
日
と
も
に
ご
都
合
が
悪
い
場
合 

　
2
月
１６
日（
月
）〜
3
月
１６
日（
月
）
の
確

定
申
告
期
間
中
に
、
同
じ
会
場
で
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。 

申
告
に
必
要
な
も
の
▼ 

１
．
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
 

（
注
）
2
か
所
以
上
か
ら
公
的
年
金
な
ど

の
収
入
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
源

泉
徴
収
票
が
必
要
で
す
。
年
金
改
定
通
知

書
や
振
込
み
の
お
知
ら
せ
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

　
ま
た
、
ご
夫
婦
の
場
合
は
、
必
ず
2
人

分
の
源
泉
徴
収
票
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
 

2
．
国
民
健
康
保
険
税
の
領
収
書
な
ど
、
生

命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書
 

3
．
認
印
の
他
に
、
障
が
い
を
お
持
ち
の
か

た
は
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
 

4
．
年
金
振
込
み
の
預
金
通
帳
ま
た
は
金
融

機
関
名
と
口
座
番
号
の
メ
モ
（
本
人
名
義

の
も
の
）
 

5
．
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る
場
合
、
当
該

収
入
の
分
か
る
書
類
 

 

確定申告のお知らせ 
（市・県民税と所得税） 
　平成20年中の収入などに対する確定申

告の期間や会場は次のとおりです。 

◆常設相談 

と　き　2月16日（月）～3月16日（月） 

　　　　（午前）8時50分～11時30分 

　　　　（午後）1時～3時30分 

※3月1日（日）以外の土・日曜日は

相談会がありません。 

ところ　教育会館　3階　第１研修室 

（エレベーターがあります） 

　この他に、農業所得相談や各地区の公民

館で地区巡回相談も 

行います。詳しくは、 

市広報2月号で掲載 

します。 

税務課 
　（188‐8101） 

公的年金受給者 
　（６５歳以上）の 
　皆様にお知らせ 

税
務
課（
1

８８
‐
8
1
0
1
）
 

　確定申告書を作成するため 

の説明会を、次のとおり開催 

します。 

広報かつやま1月号 No.650 8 広報かつやま1月号 No.6509

１
月
１
日
か
ら
産
科
医
療
補
償
制
度
（
※
）

が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
制
度
に
加
入
し
た

医
療
機
関
で
、
１
月
１
日
以
後
、
在
胎
週
数

２２
週
に
達
し
た
日
以
降
に
分
娩
し
た
場
合

は
、
出
産
育
児
一
時
金
３５
万
円
に
3
万
円
が

加
算
さ
れ
、
３８
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
医
療
機
関
が
制
度
に
加
入
す
る

と
、
掛
金
が
生
じ
る
た
め
、
出
産
費
用
が
増

加
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
制
度
改
正
で
す
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
出
産
育
児
一
時

金
は
、
事
前
の
申
請
に
よ
り
、
医
療
機
関
に

国
保
か
ら
直
接
支
払
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
民
課
国
保
年
金
グ
ル
ー
プ
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
国
保
加
入
者
以

外
の
か
た
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

老
後
に
、
よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い

と
考
え
て
い
る
か
た
の
た
め
に
付
加
年
金
制

度
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
に
付

加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
付
す
る
と
、
付

加
年
金
が
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

付
加
保
険
料
の
額
は
、
１
か
月
4
0
0
円

で
す
。
付
加
保
険
料
を
納
付
で
き
る
の
は
、

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
ま
た
は
任
意

加
入
被
保
険
者
で
す
。
保
険
料
の
免
除
や
猶

予
を
受
け
て
い
る
か
た
や
国
民
年
金
基
金
加

入
者
は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

付
加
年
金
受
給
年
額
の
計
算
は
、
2
0
0

円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
（
６５
歳
か
ら
老

齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
場
合
）
で
す
。
2

年
間
で
付
加
保
険
料
相
当
分
の
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
計
算
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
付
加
年
金
は
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
権
を
得
た
月
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
上
げ
受
給
（
６５
歳

前
）
ま
た
は
、
繰
下
げ
受
給
（
６５
歳
よ
り
後
）

す
る
場
合
に
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
減
額

率
・
増
額
率
に
応
じ
て
減
額
・
増
額
さ
れ
ま

す
。
納
付
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
福
井
社

会
保
険
事
務
所
ま
た
は
市
民
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
お
よ
び
共
済

組
合
な
ど
か
ら
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
等
に

つ
い
て
は
、
所
得
税
法
上
「
雑
所
得
」
と
み

な
さ
れ
、
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
社
会
保
険
庁
・

共
済
組
合
な
ど
）
は
、
老
齢
年
金
等
を
受
け

て
い
る
か
た
全
員
に
「
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
」
を
作
成
し
、
１
月
３１
日
ま
で
に
交

付
し
ま
す
。（
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
に
つ

い
て
は
、
課
税
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
）

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

は
、
そ
の
年
の
１
年
間
に
支
払
わ
れ
た
年
金

の
総
額
、
社
会
保
険
料
の
金
額
、
源
泉
徴
収

税
額
お
よ
び
控
除
内
容
な
ど
で
す
。
2
つ
以

上
の
年
金
の
支
払
い
者
に
扶
養
親
族
等
申
告

書
を
提
出
し
て
い
る
か
た
や
、
年
金
以
外
に

給
与
等
の
所
得
が
あ
る
か
た
、
ま
た
は
公
的

年
金
等
の
雑
所
得
の
合
計
額
が
各
種
所
得
控

除
の
合
計
額
を
超
え
る
か
た
な
ど
は
、
確
定

申
告
（
2
月
１６
日
〜
3
月
１６
日
）
の
際
に
添

付
書
類
と
し
て
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
産
科
医
療
補
償
制
度

分
娩
に
関
連
し

て
発
症
し
た
重
度
脳
性
麻
痺
児
に
対
す

る
補
償
の
機
能
と
、
脳
性
麻
痺
の
原
因

分
析
・
再
発
防
止
の
機
能
と
を
併
せ
持

つ
制
度
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た

制
度
に
加
入
す
る
分
娩
機
関
は
、
１

児
に
つ
き
3
万
円
の
掛
金
を
支
払
い
、

万
が
一
補
償
対
象
と
な
る
重
度
脳
性
麻

痺
児
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
保
険
会
社

か
ら
補
償
金
と
な
る
保
険
金
が
支
払
わ

れ
る
仕
組
み
で
す
。


